
保安林の指定又は解除に係る直接の利害関係を有する者一覧 

 

保安林の種類 保安林の指定により直接利益を受ける者等 

水源かん養 

保安林 

１ 洪水の防止については、過去の災害状況、地形、土地利用形状等から、

保安林の指定又は解除の申請がなされた森林（以下｢当該森林｣という。）の

流出係数の変化に伴い、いっ水による浸水のおそれがある区域内に居住す

る者並びに当該区域内の土地及び建築物その他の物件（以下｢土地等｣とい

う。）について正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の存続と重要な

関係を有するものであると認められる場合に限る。）とする。 

２ 各種用水の確保については、過去の渇水事例、水利用状況等からみて

水の確保に支障を及ぼすおそれがある区域内の取水施設に正当な権原を有

する者とする。 

土砂流出防備 

保安林 

過去の土石流、土砂流、洪水等の発生状況、河床勾配等からみて土砂流出

のおそれがある区域内に住居する者及び土地等について正当な権原を有す

る者（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認め

られる場合に限る。）とする。 

土砂崩壊防備 

保安林 

 当該森林の地形、地質、山麓より下方の地形等からみて崩壊土砂が流

下し、堆積するおそれのある区域（当該森林の斜面上部で崩壊のおそれ

のある場合は、その区域を含む。）内に居住する者及び土地等について

正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有する

ものであると認められる場合に限る。）とする。 



防風保安林 

 当該森林の林帯方向における両端を通って林帯方向に対して直角に

交わる直線が当該林帯の林縁と交わる点（以下「林縁点」という。）から

当該林帯の期待平均樹高（以下「樹高」という。）の風上側へ５倍、風下

側へ 35 倍の水平距離（林帯が不整形の場合は、最も風上側及び風下側

となる林縁からのそれぞれ５倍、35 倍の水平距離。）となる点（以下そ

れぞれ「風上点」、「風下点」という。）を直線上にとり、風上点及び風下

点をそれぞれ結んだ線分によって囲まれる区域（林帯の連続状態が失わ

れる場合には、風の吹き抜けによる影響が予想される区域を含む。）内

に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者（当該権原が当

該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限

る。）とする。 

水害防備保安林 

 当該森林に隣接し、その周辺における災害状況等からみて当該森林の

水制作用、洪水流送物の制御作用の効果を直接受ける区域内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の存

続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。）とする。 

干害防備保安林 
 当該森林に水利用を直接依存している取水施設、貯水池等に正当な権

原を有する者とする。 

防霧保安林 

 防風保安林に準ずる区域（風上側の区域は除くとともに、風下点は風

下側の林縁点から樹高の 20 倍の水平距離となる点とする。）内に居住す

る者及び土地等について正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の

存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。）とす

る。 

なだれ防止保安林 

 当該森林の下方の地形等からみてなだれが流下し、たい積するおそれ

がある区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者

（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認め

られる場合に限る。）とする。 

落石防止保安林 

 当該森林の地形、下方の地形等からみて落石の影響が予想される区域

内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者（当該権原が

当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に

限る。）とする。 

防火保安林 

 当該森林に隣接し、当該森林の火災の延焼防止の効果を直接受ける区

域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者（当該権原

が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合

に限る。）とする。 



魚つき保安林 
 当該森林の魚類の棲息と繁殖に影響を与える湖沼等において漁業権

を有する者とする。 

航行目標保安林 
 当該森林の通常航行の目標としている小型漁船及び小型船舶に正当

な権原を有する者とする。 

保健保安林 

１ 「局所的な気象条件の緩和、塵埃・煤煙のろ過作用等」を目的とす

るものについては、当該森林の隣接する区域内に居住する者及び土地

等について正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の存続と重要

な関連を有するものであると認められる場合に限る。）とする。 

２ 「市民のレクリェーション等の保健、休養の場」を目的とするもの

については、その効果、効用の及ぶ範囲は極めて不特定かつ広範囲に

及ぶものであり、保安林の指定により直接利害を受ける者等に該当す

る者はいない。 

風致保安林 
 名所、旧跡と一体となって景観の保存を目的としているものについて

は、その名所、旧跡について正当な権原を有する者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


